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令和６年度税制改正大綱のお知らせ ※R5.12.22 閣議決定 

 令和６年度の税制改正大綱について、重要と思われるものをお知らせいたします。 

＜個人所得課税＞  

〇 所得税・個人住民税の定額減税 

  令和６年分の所得税・令和６年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族

１人につき、所得税３万円・個人住民税１万円を控除する。ただし、納税者の合計所得金額が1,805

万円以下である場合に限る。 

〇 住宅ローン控除の拡充（子育て支援税制の先行対応） 

   住宅ローン控除について、令和６年限りの措置として、子育て世帯等に対し、借入限度額を、認

定住宅は5,000万円、ＺＥＨ水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円へと上

乗せする。また、床面積要件を緩和する。 

＜法人課税＞  

 〇 賃上げ促進税制の強化 

・中小企業向けの措置について、教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置について、教育訓練費の増加

割合が５％以上等である場合に適用できることとし、くるみんやえるぼし（２段階目）以上の認定を受け

た場合に税額控除率に５％を加算する措置を加え、５年間の繰越控除制度を設けた上、その適用期限を３

年延長する。 

 ・従来の大企業向けの措置について、税額控除率の上乗せ措置（賃上げ４％以上に対して５％、５％以上

に対して 10％、７％以上に対して 15％、プラチナくるみんやプラチナえるぼしの認定を受けている場合

に５％等）等の見直しを行った上、その適用期限を３年延長する。  

・従来の大企業のうち従業員数が 2,000 人以下の法人について、３％以上の賃上げを行ったときは、その

10％の税額控除ができる中堅企業向けの措置を加える。この場合において、４％以上の賃上げを行ったと

きは 15％、教育訓練費の増加割合が 10％以上等であるときは５％、プラチナくるみんやえるぼし（３段

階目）以上の認定を受けているときは５％を税額控除率に加算する。  
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・法人事業税付加価値割における雇用者給与等支給額の対前年度増加額を付加価値額から控除する措置に

ついて、法人税の賃上げ促進税制の見直しに合わせ、適用要件等の見直しを行った上、その適用期限を３

年延長する。 

※くるみん認定・・・次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、

計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企

業」として、厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を受けることができる制度 

※えるぼし認定・・・一般事業主行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取

組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に認定を受けることができる制度 

 〇 交際費から除外される飲食費に係る見直し 

交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費

に係る金額基準を１人当たり 5,000 円以下から１万円以下に引き上げることとした上、その適用期限

を３年延長する。 

＜納税環境整備＞  

〇 ＧビズＩＤとの連携による e-Tax の利便性の向上 

     法人が、ＧビズＩＤ（一定の認証レベルを有するものに限る。）を用いて e-Tax により申請等を行う場

合には、その申請等を行う際の電子署名等を要しないこととする。 

〇 更正の請求に係る隠蔽・仮装行為に対する重加算税制度の整備 

     隠蔽・仮装された事実に基づき更正請求書を提出していた場合を重加算税の適用対象に加える。 

○ 不正申告を行った株式会社の役員等に対する徴収手続の整備 

   偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等（株式会社の発行済株式の 50％超を有し、

偽りその他不正の行為をした者等に限る。）は、株式会社等から徴収不足となるときに限り、株式会社

等から移転した一定の財産の価額を限度として、その国税の第二次納税義務を負うこととする。 

○ 地方公金に係る eLTAX 経由での納付 

   eLTAX（地方税のオンライン手続のためのシステム）を通じた電子納付の対象に地方税以外の地方公

金を追加することとし、地方税共同機構の業務に公金収納事務を追加する。 

 

 

詳しい内容、ご不明な点等ございましたら、お気軽に窓口担当者までお問い合わせください。 

 


